
無料

振興センターが、工賃（賃金）実績をもとに新設事業所
などを訪問し就労支援事業会計をレクチャーします。

日 時

場 所

指定された場所に
訪問いたします。

千葉県内就労継続支援事業
Ａ型・Ｂ型事業所

就労支援事業会計とは？

不適正な会計処理の事例紹介

日々の会計処理について

正しい会計処理をするためには？

工賃（賃金）実績報告について

お問い合わせ

TEL

URL

MAIL

043-202-5367
https://www.jusan-kassei.or.jp/

center＠jusan-kassei.or.jp

（平日：9：00～17：00）

早めの訪問を希望される場合は上記にお問い合わせください
＊訪問支援に県職員が同行する場合もございます。ご了承ください。

「訪問支援」
を始めます

担当者からお電話で、
日程のご相談をいたします。

障害者の工賃アップのための就労事業を活性化する事業

特定非営利活動法人千葉県障害者就労事業振興センター
〒260-0017千葉市中央区要町12-8

複雑で困っていませんか？
訪問支援で就労支援事業会計を分かりやすく。

会計研修をとおして、「就労支援事業会計がわからない」、「現場の職員は会計のことを知らなく
ても大丈夫ってホント？」などなど会計に関して様々なお悩みをいただいております！この機会に
ぜひ会計についてお困りのことなどお聞かせください。

内 容

対 象
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